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１ 育児・介護休業法等の改正について

（１）介護離職者、介護休業制度利用の状況

（２）介護離職防止のための仕事と介護の両立支援

制度の強化等【育児・介護休業法】

２ 介護人材の確保等について
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（１）介護離職者、介護休業制度利用の状況
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１ 育児・介護休業法等の改正について





家族の介護・看護を理由とする離職者数の推移 家族の介護・看護を理由とする離職者の年齢構成

【出典】総務省「就業構造基本調査」（平成19年、24年、29年、令和４年）

【出典】総務省「令和４年就業構造基本調査」令和３年10月～令和４年９月の離職者

119.2

81.2 75.1 80.0 

25.6

19.9
24.0

26.2

(144.8)

(101.1) (99.1)
(106.2)

17.7 19.7

24.2 24.7

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

0

20

40

60

80

100

120

140

平成18年10月

～19年９月

平成23年10月

～24年９月

平成28年10月

～29年９月

令和３年10月

～４年９月

女性 男性

男性比率

（千人） （％）

介護離職者の現状

• 家族の介護や看護を理由とする離職者数の推移をみると、離職者数は減少傾向にあるものの、60歳以
上の年齢層での離職者の増加等の影響により、直近の数値は約10万6千人で増加。男性の割合は上昇
傾向にあることが分かる。

• 家族の介護・看護を理由とする離職者は、50歳～64歳で多い。65歳以上も23.2％存在している。
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（注）離職者には、前職が雇用者以外の者も含まれる。
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平成24年調査 平成29年調査 令和４年調査

家族の介護・看護を理
由とする離職者

10.1万人
（平成23年10月

～24年９月）

9.9万人
（平成28年10月

～29年９月）

10.6万人
（令和３年10月

～４年９月）

家族の介護をしながら
就業する者

291.0万人
（平成24年10月）

346.3万人
（平成29年10月）

364.6万人
（令和４年10月）

【出典】総務省「就業構造基本調査」 （平成24年、29年、令和４年）

－0.2万人

＋55.3万人

＋0.7万人

＋18.3万人

家族の介護・看護を理由とする離職者数等の推移

（注）離職者には、前職が雇用者以外の者も含まれる。
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介護休業等制度利用の有無 介護をしている

介護休業等制度の種類

総数
制度の

利用なし

制度の利用あり

雇用形態
総数

制度の種類

介護
休業

短時間
勤務

介護
休暇

残業
免除

その他

実
数

雇用者 3,219.5 2,819.9 372.3 50.7 74.9 144.8 24.4 140.6

正規の職員・従業員 1,567.8 1,321.9 234.8 33.5 33.1 106.0 13.2 91.6

非正規の職員・従業員 1,413.8 1,276.8 122.3 15.6 37.5 37.0 11.1 39.2

割
合

雇用者 100 87.6 11.6 1.6 2.3 4.5 0.8 4.4

正規の職員・従業員 100 84.3 15.0 2.1 2.1 6.8 0.8 5.8

非正規の職員・従業員 100 90.3 8.7 1.1 2.7 2.6 0.8 2.8

【出典】総務省「令和４年就業構造基本調査」

【雇用形態、介護休業制度利用の有無、介護休業等制度の種類別 介護をしている雇用者数及び割合（千人、％）】

※「制度の種類」については複数回答のため、各種類の合計は、「制度の利用あり」の総数と必ずしも一致しない。

• 介護をしている雇用者（322万人）について、介護休業等制度利用の有無、制度の種類別にみると、
「介護休業等制度の利用あり」の者は11.6％で、このうち「介護休業」の利用者は1.6％（５万１千
人）、「短時間勤務」は2.3％（7万5千人）、「介護休暇」は4.5％（14万5千人）などとなっている。

• また、雇用形態別の割合をみると、「介護休業等制度の利用あり」の者は、「正規の職員・従業員」
で15.0％である一方、「非正規の職員・従業員」は8.7％となっている。

介護休業等制度の利用の現状
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（２）介護離職防止のための仕事と介護の
両立支援制度の強化等【育児・介護休業法】

１ 育児・介護休業法等の改正について



（２）介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

 仕事と介護の両立支援制度を十分活用できないまま介護離職に至ることを防止するため、仕事と介護の両立支援制度の個別周知と意向
確認により効果的な周知が図られるとともに、両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備を行うことが必要である。

見直し内容

常時介護を必要とする状態 介護終了

所定外労働の免除(残業免除)

時間外労働の制限（残業制限）・深夜業の制限

選択的措置義務

介護休業① 介護休業③介護休業②介護休業

選択的
措置義務

所定外労働
の免除

介護休暇

時間外労働・
深夜業の制限

(3時間）(1日） (5時間） (1日） (1日）

介
護
休
暇

要介護状態にある対象家族について、介護の体制を構築(※)して

働きながら対応できるようにするために一定期間休業するもの。

※介護サービスの手続き等も含まれる

対象家族１人につき、通算93日、３回まで分割可能。

事業主は利用開始から３年以上の期間内で２回以上、短時間勤務・

フレックスタイム・時差出勤・費用助成*のいずれかを利用できる

措置を講ずる義務（*費用助成は１回(一括払い)にすることが可能）。

介護終了まで何回でも請求可能。

要介護状態にある対象家族の介護・世話（※）をするための休暇。

※通院の付き添い、ケアマネジャーとの打ち合わせ等

介護終了まで年間５日（対象家族が２人以上の場合は10日）、

時間単位で取得可能。

時間外労働の制限…１か月24時間、１年150時間を超える時間外

労働を制限する制度

深夜業・・・午後10時～午前5時までの就業

介護終了まで何回でも請求可能。

介
護
休
暇

介
護
休
暇

介
護
休
暇

介
護
休
暇

■事業主に以下の措置義務。
・介護に直面した労働者が申出をした場合に、両立支援制度等に関する情報の個別周知・意向確認
・介護に直面する前の早い段階（40歳等）の両立支援制度等に関する情報提供 ※併せて介護保険制度についての周知も望ましい（指針）

・研修や相談窓口の設置等の雇用環境の整備

※介護休業制度の目的（介護の体制を構築するために一定期間休業するもの）の理解促進を図る観点から、事業主による個別周知等を行う際には、
その制度目的を踏まえることが望ましい（指針）。

■介護期の働き方について、労働者がテレワークを選択できるよう事業主に努力義務。

■介護休暇の勤続６か月未満の労働者の労使協定除外の仕組みは廃止する。

：見直し：現行の権利・措置義
務

改正の趣旨
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（２）① 介護離職防止のための個別の周知・意向確認

義務
介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は、介護休業及び介護両立支援
制度等に関する以下の事項の周知と制度利用の意向確認を行わなければなりません。

留意
「意向確認」の措置とは、事業主から労働者に対して、意向確認のための働きかけを
行えばよいものです。

※ 面談、書面交付、FAX、電子メール等のいずれかの措置を行えばよいことを意味しています。

○個別周知と意向確認は、介護休業申出や介護両立支援制度等申出が円滑に行われるようにする
ことが目的であり、取得や利用を控えさせるような形（※）で行ってはいけません。

※  取得の申出をしないように威圧する、申し出た場合に不利益をほのめかす、取得の前例がないことを
ことさらに強調するなど

対 象 者 介護に直面した旨の申出をした労働者

周 知 事 項

① 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等（※）（制度の内容）

② 介護休業・介護両立支援制度等の申出先（例：人事部など）

③ 介護休業給付に関すること

※ 介護両立支援制度等

ⅰ介護休暇に関する制度、ⅱ所定外労働の制限に関する制度、ⅲ 時間外労働の制限に関する制度、

ⅳ 深夜業の制限に関する制度、ⅴ介護のための所定労働時間の短縮等の措置

個 別 周 知 ・

意向確認の方法
①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか

注：①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ。

施行日：令和７年４月１日
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（２）②介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供

義務
事業主は、仕事と介護の両立支援制度を十分活用できないまま介護離職に至ることを防止
するため、介護に直面する前の早い段階（４０歳等）に介護休業及び介護両立支援制度等
に関する情報提供を行わなければなりません。

早期の情報提供を行う際には介護保険制度についても併せて知らせることが望ましい。

望ましい
介護休業及び介護両立支援制度等について労働者の理解と関心を深めるための情報提供
を行うに当たっては、各種制度の趣旨・目的を踏まえることが望ましい。
①介護休業制度は、介護の体制を構築するため一定期間休業する場合に対応するもの
②介護休暇制度は、介護保険の手続や要介護状態にある家族の通院の付き添いなど、
日常的な介護のニーズにスポット的に対応するためのもの

③所定労働時間の短縮措置等その他の仕事と介護の両立のための柔軟な働き方に関する
制度は、日常的な介護のニーズに定期的に対応するためのもの

対象者

（情報提供期間）
① 労働者が40歳に達する日（誕生日の前日）の属する年度（１年間）

② 労働者が40歳に達した日の翌日（誕生日）から１年間

情報提供事項

① 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等

② 介護休業・介護両立支援制度等の申出先

③ 介護休業給付に関すること

※ 併せて介護保険制度について周知することが望ましい。

情報提供の方法 ①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか

施行日：令和７年４月１日

注：①はオンライン面談も可能。

※ 次ページ参照
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（参考）40歳になられた方向けの介護保険制度リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10548.html
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（２）③ 介護休業及び介護両立支援制度等を取得しやすい雇用環境の整備の措置

①介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
・ 少なくとも管理職は、研修を受けたことがある状態にするなど

②介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備（相談窓口設置）
・ 相談窓口の設置や相談対応者を置き、これを周知することなど

③自社の労働者への介護休業・介護両立支援制度等の取得事例の収集・提供
・ 取得事例を収集し、これらを掲載した書類の配布やイントラネットへ掲載する

ことなど

④自社の労働者への介護休業・介護両立支援制度等の取得促進に関する方針の周知
・ 介護休業・介護両立支援制度等の取得の促進に関する事業主の方針を記載した

ものを事業所内やイントラネットに掲示することなど

義務
介護休業と介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、
事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。

望ましい 可能な限り、複数の措置を行うことが望ましい。

施行日：令和７年４月１日
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２ 介護人材の確保等について



雇用保険の被保険者がご家族を介護するために介護休業をとった場合、職業生活の円滑な継続を援助、促進するため
の制度で、一定の要件を満たす場合、介護休業期間中に休業開始時賃金日額の67％相当額が支給される。

東京労働局・都内ハローワークにおける介護人材確保対策の取組

～医療（看護）・福祉（介護・保育）・建設・警備・運輸等分野～

都内８ヶ所のハローワークに専門窓口「人材確保・就職支援コーナー」を設置
（渋谷・新宿・池袋・足立・墨田・木場・八王子・立川）

・求職者担当制によるきめ細かな職業相談と職業紹介
・求人事業所における入職後のキャリアパス、働く人の声などの詳細な情報
提供によるマッチング強化

・求職者ニーズを反映した求人票の書き方のアドバイスや企業ＰＲなどを実施
・事業所の見学と面接をセットにした「ツアー型面接会」の実施
・業界セミナーや企業説明会、見学会の開催

介護分野就職面接会・見学会
261回、3,523人、986事業所

介護分野 業界セミナー
123回、2,429人

令和５年度都内ハローワーク紹介で
介護分野の職業に

4,871人の方が就職

※人材確保・就職支援コーナーを含む都内ハローワークの実績です。

主な支援メニュー

令和5年度支援実績

【参考】介護休業給付金
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